
親子で平和・非核学習の旅

　市は、夏休み期間などの小学校休業日に留守家庭児童育成センターの
午前8時開所を一部の小学校でモデル実施してきました。
　今年度の夏休みからは、市内すべての育成センターが午前8時開所と
なります＝下表参照。
　詳しくは市のホームページ（ページ番号：46949240）をご覧くだ
さい。

問 育成センター課（0798・35・3659）

留守家庭児童育成センター
全41施設が午前8時開所に

午前8時開所を実施する育成センター 問合せ

鳴尾（★） 三光事業団
（0798・41・4421）

苦楽園（★）、深津
シダックス大新東ヒューマ
ンサービス
（06・6539・2180）

夙川（★）、甲子園浜、鳴尾東、上甲子園、大社 労協センター事業団
（0798・67・5170）

香櫨園、浜脇、用海 西宮ＹＭＣＡ
（0798・35・5987）

高木、高木北、高須西 セリオ
（06・6442・0633）

東山台（★）、今津（★）、甲東（★）、上ケ原（★）、
樋ノ口（★）、生瀬（★）、瓦木（★）、津門（★）、広田（★）、
西宮浜（★）、小松、上ケ原南、北夙川、瓦林、神原、
段上、鳴尾北、安井、名塩、甲陽園、北六甲台、
南甲子園、段上西、山口、平木、高須、春風

西宮市社会福祉協議会
（0798・36・7127）

（★）は今年度から新たに実施する育成センター

参加者
募集

　市は、「宮水ジュニア事業リーフレット」の広告主を募集します。リー
フレットは、公民館、図書館などで開講する宮水ジュニア講座の概要や申
込方法等を案内するもので、公立学校の小学4年生～中学生に配布するほ
か、各公民館・図書館で配布する予定です。募集内容など詳しくは、市の
ホームページ（ページ番号：30918952）をご覧ください。
【広告料・募集枠数】3万円以上（税込）、2枠
【配布時期・部数】令和元年9月中旬、約3万部
【申込】必要書類を6月3日～17日に政策経営課（市役所本庁舎4階）へ
            持参か郵送（必着）を
　　　　 ※ 西宮市広告掲載要綱・基準に適合するものの中から、金額の高

い順に広告主を決定します

問 政策経営課（0798・35・3600）

問 人権平和推進課（0798・35・3473）

　市は、原爆の恐ろしさや悲惨さを知り、親子で平和の大切さを話し合う
機会をもってもらうため、「親子広島バスツアー～平和・非核学習の旅」
を実施します。8月6日に行われる平和記念式典に参列するほか、広島平
和記念資料館、原爆ドームなどを見学します。
　詳しくは、市のホームページ(ページ番号：65647310）をご覧ください。
【日　程】8月5日（月）・6日（火）。1泊
【対　象】小学4年生～中学生と保護者（在学者可）
【参加費】1人5000円
【定　　員】20組50人（保護者1人に子供2人まで申込可）。多数の場合抽選
【申　込】�ハガキに住所、参加者全員の氏名（ふりがな）・年齢・性別、子

の学校名・学年、電話番号を書き、6月14日（必着）までに人
権平和推進課（〒662－8567六湛寺町10－3）へ。電話も可

広島バスツアー

広告主を募集します

　自然災害などの影響で停電が発生した場
合、マンションやビルなどの高層建築物で
は、電気を必要とするポンプ等が停止し、
断水が発生することがあります。
　マンションやビルなどには、電気を必要
としない非常用給水栓が地上付近に備えら
れています。非常用給水栓の位置の確認や
使用方法については、管理会社等にお問い
合わせください。
　また、停電が解消してもポンプ等を手動
で再起動しなければならない場合があります。このような場合も、管理会
社等にお問い合わせください。

高置水槽

揚水ポンプ

受水槽

水道本管

非常用給水栓

停電が原因の断水に備えて
ー�日頃から非常用給水栓の確認を�ー

問 給水装置課（0798・32・2230）

マンション
ビルなど

　市は、介護保険、障害福祉サービスを提供する職員の確保を図り、質の
高いサービスの安定供給を目的に、介護職員初任者研修または居宅介護職
員初任者研修課程を修了した人に、研修受講費の一部を助成します（予算
が無くなり次第終了）。
　詳しくは市のホームページ（ページ番号：40519664）をご覧ください。

問 福祉のまちづくり課（0798・35・3135）

介護職員初任者研修等を修了した人に

受講費の一部を助成

対象者

介護職員初任者研修課程または居宅介護職員初任者研修課程（以下、対
象研修）を修了した人で、申請時点に次の①～⑤のすべてを満たす人▷
①市内の指定事業所（※）に勤務している人、または市内に住所を有する
人で、かつ指定事業所（※）に勤務している人▷②対象研修を修了した
日の翌日から起算して1年以内であること（令和元年９月30日までに限
り、1年6カ月以内でも可）▷③対象研修を修了した日の翌日以降の対
象事業所1カ所における勤務期間（休職期間は除く）が3カ月を経過し、
かつ引き続き勤務していること▷④対象研修受講に係る費用を完納して
いること▷⑤対象研修に係る他の助成を受けていないこと

助成金額 対象研修に係る受講費および教材費の半額（1000円未満切り捨て）。
上限5万円

申請方法 所定の申請書に必要書類を添えて福祉のまちづくり課（市役所本庁舎3
階）へ持参か郵送を。先着順

（※）介護職員等の配置が必要な介護保険・障害福祉サービスを行う指定事業所

（2）� 令和元年（2019年）5月25日


